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135・232号交差をストレート交差で無く、大二中を島とする時計回り一方通行の環状交差とした場合

車道のみ7M

車道のみ8M
9.5M

10.5M

10.5M

車道のみ8M

9.5M

9.5M

暫定7M
車道5ｍ
歩道2m

アクネス大泉
自転車置き場を
譲ってもらって
幅員7Mを確保

仮定条件：2.5m歩道+7m車道=9.5mを環状部の基本幅員とする。
（7mは緊急車両等の追い越しスペースを想定したため）
但し、一部の現道が無い区間については利用上は歩道は必須ではな
いので、車道のみの7m幅員とする。各道路から環状部に合流した後
には約30mの合流レーンを設け、その区間は車道を8m幅員とする。
歩行者横断部は校門付近のみの設け、校地の周囲は車道、その外を
歩道とする環状道となる。
環状道の設置は135・232号の計画線によって必然として生じる敷地
残地以外の新たな用地取得は前提とせず、校地を狭めることで対応
する。

環状走行車を優先
しないと詰まるの
で直進車は一時停
止で前方が優先

運動場は14％縮小だが
令和7年1/16素案の31%よりはマシ

校地は13％縮小で、テニスコート可
の部分を足すと10%の縮小で
令和7年1/16素案の25%よりはマシ

令和7年1/16素案で期待しているアクネス大泉を含む
”周辺敷地の一部を取得”が可能なら校地は4%の縮小で
済み、武道場、プールを一体再整備、校舎一部減築を
行えば運動場面積は6%減までに回復する。
それらを環状路着手に先行して行えば在校生への影響
はプールのみ。

令和7年1/16素案では在校中に殆ど
第二運動場しか使えない学年が生
じそうだが、その懸念は無い。
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